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内側/外側 :女性と国際法

- フェミニス ト国際法学 と女性差別撤廃条約の30年-

はじめに

｢女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に

関する条約 (女性差別撤廃条約)｣は,今年 30

周年を迎えますC記念 日とい うのは,多 くの場

令,慈恵的な時間の区切 りではあ りますが,

FrankKermodeが指摘するように,誰 もが気

づいているひとつの終わ りを提示 し,"我々が

複雑な思いで慰めを見出す"里程標でもありま

す｡記念 日は,"我々の実存主義的な不安 を歴

史に投影"させて くれます1)｡私たちはこれま

でを振 り返 りかえることで,過去 よりも未来が

なぜか明るく良いものになると想像することが

できるのです｡

女性差別撤廃条約は,女性の国際的なアクテ

ィヴィズムの象徴であると考えられており,そ

の30周年は,フェミニス ト国際法学の現状を

振 り返る機会でもあります｡本稿においでは,

フェミニス ト批評 と国際法における変化の関係

に焦点を当てたい と思います｡

最初に,国際法におけるフェミニス ト研究に

関する研究を簡潔に紹介 し,フェミニス トたち

は,女性のエンパワメントに関する言語を国際

法に持ち込むことには成功 したが,現実におい

てそれらの言語に生命を与える方法を見出すこ

とにはそれほど熟達 していないことを論 じます｡

次に,女性の権利の分野における国際法の進展

について,特に女性差別撤廃条約をフェミニス

トの視点から検討 し,国際法は,女性の平等に

関する限定的な考えのうえに成 り立ってお り,

この概念について私たちの理解を広げていかな
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くてはならないことを提案 したいと思います｡

1 国際法におけるフェミニスト研究

国際法のフェミニス ト分析は20年ほど前に

始まり,様々なかたちをとってきました｡フェ

ミニス ト研究におけるひとつの潮流は,立法の

場における女性の不在や排除を記録 し,国際法

の発展における女性の関わり方を扱 うものです｡

国際的な制度は,こうした批判の格好の対象に

なってきました｡人権分野におけるこのタイプ

の批判の例には,次のようなものがあります｡

･人権基準の形成過程および実施における

女性の不在｡2009年において,8つの国

連人権条約機関の計 125名の委員の うち,

女性は51名 (41%)であった｡ しか し,

その51名のうちの29名は,女性差別撤

廃委員会 (以下,CEDAW)(22名中20

名が女性) と子 どもの権利委員会 (18

名中9名が女性)の2委員会に集中して

いる｡子 どもの権利委員会は,男女同数

の委員を有する唯一の委員会である｡こ

れに対 し,人種差別撤廃委員会の委員

17名の うち女性は 1名である｡国連人

権 システムの機関の多 くにおける女性の

不平等な代表状況は,それ自体が人権問

題であり,女性が国際機関の活動に参加

する機会を "男子 と平等の条件でかつい

かなる差別 もな ("確保す るとい う義

務2)に反 してい る｡この間題 は,伝統
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的な人権法典 (humanrightscanon)に

おける偏 った関心 とい う問題にも関連 し

ている3)｡

･女性にとって特に重要な問題が,伝統的

な人権法典においてカバーされていない｡

たとえば,非識字,開発,性暴力の問題

は,"ソフト"･ロー文書では扱われてい

るが,法的拘束力を持つ規範の対象には

なっていない｡さらに,国際法は,人権

の第一義的な侵害者 として国家に焦点を

当てているが,より重要なのは,貸付に

際 して女性の生活に悪影響を及ぼすよう

な社会的 ･経済的条件を課すことのでき

る国際金融機関など,非国家主体の活動

である｡

･伝統的かつ男性中心的な意味において,

女性が人権侵害に苦 しんでいることが明

らかな場合においても,女性の侵害に関

する関心や報道は,男性の権利が侵害 さ

れた場合に比べると,著 しく少ない｡た

とえば,国連人権委員会 (現在の人権理

事会)の特別報告者たちは,概 して女性

の人権侵害を無視 してきた｡人権侵害の

調査や記録の方法は, しばしば女性に対

する虐待をあいまいにするか,むしろ覆

い隠してきたのである｡

フェミニス ト研究におけるもうひとつの流れ

は,国際法の形成においてジェンダーが果たし

てきた役割に注目してきました｡ここでは,港

の言語 とそのイメージおよびそれらがジェンダ

ー化 されたカテゴリーに依存 していることにつ

いて研究が行われてきました｡国際法は,合理

性,客観性,抽象性 といった伝統的に西洋の男

性性 と関連づけられてきた特徴を標梼 してお り,

感情,主観性,文脈にそった思考などと対立す

るものとして定義 されています｡国際法が主張

する普遍性は,そのジェンダー化 された性格を

隠蔽するものです｡この種の批評には,次のよ

うなものがあります｡

･女性の人権の象徴である女性差別撤廃条

約に生命を与えた平等や非差別の概念は,

男性が定義 した条件においてのみ平等を

約束 しているとい う意味で限定的である｡

これらの概念は,女性に対する構造的な

差別の効果を認識することなく,女性が

同じような状況にある男性 と同様に扱わ

れることを求めるものである.さらに,

女性の権利は,男性 との関係における非

差別の問題 としてのみ提示されている｡

しか し,女性にとっての基本的な問題は,

単に男性 との比較における差別的待遇だ

けではない｡女性は,公的世界において

も私的世界においても,真の経済的,礼

会的,政治的力を欠いているために,不

利な立場に置かれている｡このような理

由により,女性差別撤廃条約における比

較的広い差別の定義でさえも,世界中で

女性が直面する問題に対 しては,鋭 さを

欠 くことになる｡

･人権法は,公的領域で生 じる活動に焦点

を当てているとい う意味で,ジェンダー

化 されている｡たとえば,国際的に認め

られた拷問の定義では,"公務員"の関

与が必要 とされ4),労働権の保障は,公

的領域における有償の労働力に対 して通

用 される5)｡多 くの女性がこうした意味

での人権侵害に苦 しんでいる一方,女性

の生活にとって世界規模でより重要なの

は,"私的"領域において生 じる権利の

侵害である｡

･女性の権利の侵害の多 くは,特定の宗教

や文化的慣習の一側面であるとい う理由

で正当化 されている｡宗教の自由や文化

的一体性 (culturalintegrity)の権利は,

しばしば女性の権利に対する "切 り札"

として利用 される｡文化的多様性への関

心は人権一般 との関係において語 られる

が,"文化"が他のどの分野において よ

りも女性の権利の文脈において頻繁に取
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りざたされているとい うことは,衝撃的

である｡この間題は,アフガニスタンや

イラクなど,多 くの "紛争後"の環境に

おいて生 じている｡国際社会が文化に付

与 している敬意は,あたかも文化の内部

には多様性が存在 しないかのような一枚

岩的な見方に依拠 している｡事実,すべ

ての社会的価値 と序列は,それぞれの時

間的枠組の中で,文化の形態 として描か

れる6)｡文化は,国際的な制度 を含めて

あらゆる制度を形作る｡支配的な文化は

往々にして保守的であり,女性の参加を

奨励するものはほとんどない｡以上が,

なぜ地域的な文化の主張によって女性の

権利が損なわれてきたかについての説明

であるが,問題 となっていたのが人種差

別であれば,このような議論は容認 され

なかったであろう｡

フェミニス ト分斬 における明らかな国際法の

限界にもかかわらず,国際法は,フェミニス ト

の奮闘においては常に変革 とェンパワメントの

源泉 として引き合いに出されてきました｡そし

て,このような状況が,フェミニス ト国際法学

の研究の内部にある種の緊張関係や,時には深

く断絶 した政治を作 りだしてきたのです7)0

フェミニス ト国際法学の著作は, ともすれば

互いに友好的であるとは言いがたい広範な理論

的立場に依拠 しています｡た とえば,女性に特

有の態度,利益,経験があるとい う考え方 と,

再構築 された国際法は真に公平な形態の正義を

もたらす とい う議論 とが結びつけられることが

あります｡これは,理論的に矛盾 しているとか

爽雑で ある とい う批判 を招いて きま した｡

NathanielBermanは,フェミニス ト国際法学

者は国際法の原則や構造を批判するが,女性の

地位向上キャンペーンでは,戦後国際主義の拡

張主義的精神に依存 していると指摘 してい ま

す8)｡

このような批判は,フェミニス ト理論は,当
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該分野の知識に徹底する男性性を分析するとい

う自らの役割 と,フェミニス トの政治的目標に

対応するとい う役割 との間の深い緊張関係に基

づいているとい うElizabethGroszの観察を例

証するものでもあります｡政治的な目標を明示

的に掲げているために伝統的学術界から激怒 さ

れる一方で,男性が支配する理論世界に埋没 し

ているとしてフェミニス ト活動家たちからも怒

りを向けられるのです9)0

過去20年間のこの分野における重要な学術

的著作のおかげで,今では,い くつかのフェミ

ニス ト的概念が国際法およびその組織のレトリ

ックに取 り込まれるようにな りました｡国際的

な女性グループは,国際法秩序に関するフェミ

ニス ト批評を取 り上げてきました｡ しか し,多

くの分野において進歩は限られたもので しかあ

りません｡フェミニス トにとっての問題は,周

縁に追いやられるか,牙を抜かれ変革のための

鋭さを失 っています｡

フェミニス ト的思考は,学術界でも良い状態

にあるわけではありません｡フェミニス ト国際

法学の研究は,一般に,自らを主流の国際法 と

の対話 として提示 します｡私たちは,主流国際

法に対 して,法を通用 した り発展 させた りする

ときに,女性の人生も考慮 してほしい と要求 し,

国際法原則の前提を批評 し,参照領域の拡大を

要請 してきました｡この対話は, しか し,ほと

んど完全に一方的です｡対話 とい うよりはモノ

ローグです｡主流派からフェミニス トの疑問や

批評に対する回答を得ることは著 しく困難です｡

フェミニス ト研究 とは何か余計なもので,学問

分野のふちを飾るフリルのようなものなのです｡

幾人かの批判的かつ進歩的な研究者は,時に

脚注においてフェミニス ト研究に触れ,読むべ

きものは読んでいるとい うことを示そうとしま

すが,フェミニス ト的思考が真剣に扱われるこ

とはほとんどありません｡認識 もされなければ,

議論 も反駁 もされないのです｡同様に,国際法

判例集 も多 くの場合,"概論"や "理論川部分

にフェミニス トの論文から1つか2つの段落を
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引用 して,度量の広い著者を擁 していることを

示そうとしますが,フェミニス ト批評は,多 く

の場合申し訳程度に登場するだけで,対象分野

全般にわたって活用 されることはあ りません｡

フェミニス ト理論は,国際法学研究における学

術的ゲットーなのです｡

フェミニス ト国際法学者たちは, しば しば

"国際法への新 アプローチ (New Approaches

tolnternationalLaw)"とい う括 りに分類 され

ますが, フェミニス ト的概念 とこうした批判的

理論家たちとの間には,ある種の緊張があ りま

す｡た とえば,DavidKennedyの著作 は,国

際法の暗部を掘 り下げるものです｡彼は,法を

倫理的,政治的選択における責任 を回避する方

法 として理解 してい ます10)｡この点において,

国際法はその矛盾 と不明瞭 さゆえに研究に値 し

ますが,それは幻影的な利益をもたらす もので

しかありません｡これに対 して,フェミニス ト

は,規範的なプロジェクト,特に女性の平等 を

達成するとい うプロジェク トに積極的に関わる

ものです｡概 してフェミニス トの法律家たちは,

正 しい種類の国際法は女性の平等を達成する,

少な くともある程度は達成するものであると想

定 しています｡

国際法におけるフェミニス ト的概念について

の議論や取組みの大部分は,他の (分野の) フ

ェミニス トからもたらされているとい うことは

衝撃的です｡ですから,国際法の残 りの分野が

私たちを無視 した としても,フェミニス トは,

他のフェミニス トの前提に見られる問題やアプ

ローチに注意を向けることで,内部批評 とい う

押 しも押 されもしない産業を生みだしてきた と

い うわけです｡

こうした批評の例 として,第三世界 フェミニ

ス トやポス トモダン･フェミニス トによるもの

があ ります｡た とえば,RatnaKapurは,国

際人権運動が第三世界女性の置かれた状況,特

に暴力 とトラフィッキングを論 じる際に用いら

れ る,彼女 が "犠牲老化 (victimization)" レ

トリックと呼ぶ ものを研究 しています｡Kapur

は,女性の犠牲者性 (victimhood)は国際的に

共通であるとい う仮定は,女性を脆弱で無知な

存在 として提示 し,女性をあるべ き場所に押 し

とどめる役割 を果 た してい る と論 じてい ま

す11)｡彼女は,女性 の抑圧 の中心点 としで睦

(sex)に注目することを批判 し,人種,富,階

級,宗教 とい った要素を考慮することで,女性

の人生について より複雑な理解が必要であると

主張 しています｡

KarenEngleは,国際的なフェミニス ト活動

の明らかなサクセス ･ス トーリーのひとつであ

る,旧ユーゴスラグィア国際刑事法廷における

レイプの犯罪化 を取 り上げてい ます12)｡彼女

は,この戦略は,女性は性暴力の受動的な犠牲

者であるとい う見方のうえに作 られたもので,

ボスニア ･-ルツェゴヴィナ紛争における女性

の苦悩の一面的な見方を体現 しているのではな

いか と述べてい ます｡Engleは,訴追 とい う戦

略について,民族的差異を具現化する実践的な

効果 と,紛争時における性的なエージェンシー

の可能性を否定する法的,道徳的効果 とをもた

らした と論 じます｡ また,彼女は,フェミニズ

ムの名においてなされたいかなる主張の効用に

も懐疑的であり,変革は富の再分配のような経

済的改革に依拠すると示唆 しています13)0

もうひとつの国際法分野におけるフェミニス

トの 著 作 に 関 す る "内 部"批 評 は,Janet

Halleyの TakingaBreakfromFeminism (フ

ェミニズムか ら休憩 をとる) とい う本によって

提示 されてい ます｡Halleyは,フェ ミニズム

は "EU,人権エスタブ リッシュメン ト,世界

銀行においてさえ","物事 を牛耳 っている" と

主張 します14)."セクシュアル ･- ラスメンT,

子 どもの性的虐待,ポルノグラフィ,性暴力,

反売春お よび反 トラフィッキング ･レジーム

---は,ス トリー トを離れて,国家に入 ってき

た"15)｡彼女は,暫定的国際刑事法廷に向けら

れたフェミニス トのアクティヴィズムは,国際

刑事法の発展に主要な影響 を及ぼ した と述べ,

"女性,セクシュア リティ,母であること,そ



神奈川口-ジヤ-ナル 第3号

の他の専門家 として自らを位置づけることで,

フェミニス トは,権力の殿堂 を歩いている" と

結諭 します16)｡Halleyは, フェ ミニズムは自

らの権力 を認識 しておらず,"路上で蝶かれた

男性"を作 り出していると非難 しています｡

ある程度 まで,フェミニス ト内部の議論は,

研究者 と活動家の間の分断を示す ものであると

いえます｡研究者は,フェミニス ト理論の前提

を精査 し,爽雑 さや矛盾を攻撃することに, よ

り積極的です｡一方のNGOや国際機関でフェ

ミニス ト的課題 を掲げて活動する人々は,これ

に比 して,一般に大 きな目標に向かって熱心に

働いてお り, フェミニズムと,より多 くの女性

が決定に参加することや国際法を女性を助ける

ために活用することを関連づけてい ます17)0

このようにかなり大まかな区別をするならば,

一般に研究者は国際法におけるフェミニス ト分

析の畷症や断層の特定に関心があ り,NGOや

国際機関のフェミニス トたちは, フェミニス ト

的課題を明らかに価値のあるものとして受け入

れる傾向があるとい うことができるで しょう｡

私は,状況は,フェミニス ト分析の熱狂的支

持者あるいは批判者が主張するよりも複雑であ

ると考えています｡今では国際的な舞台におい

て, フェミニス ト的概念がある程度尊重 されて

いることは明白です｡ひとつの例は,女性の権

利 とェンパ ワメントに関する言語が平和構築の

文脈-その最 も有名なものは2000年に採択 さ

れた安全保障理事会決議 1325号ですが-で使

われるようになったことがあります｡この決議

は,"平和 と安全保障の問題に関する意思決定

のテーブルにおいて,正当かつ平等な場所 を占

めるために"女性の能力向上 を支援すると述べ

てい ます18)｡ もうひ とつの例 は,2001年のア

フガニスタン侵攻において,女性の権利が持ち

出されたことです19)｡

一方で,批判をする人々は,フェミニス ト分

析の力を過大評価 しています｡国際的なフェミ

ニス ト･プロジェク トは,女性のエンパ ワメン

トにおいて限定的な成功 しかなし得ていません｡

33

女性の平等などのフェミス ト的コミットメント

は,国際法の発展に影響を与えはしましたが,

部分的に取入れられただけで,文脈 とは無関係

に,あるいは受益者 と目される人々への共感に

よって実施 されてい るにす ぎません.Dianne

Ottoは,多 くの機関が フェミニス ト的語嚢 を

許容するようにはなったが,それも,フェミニ

ス ト的概念 との "選択的関わ り",説明責任 シ

ステムの欠如,女性に対するステレオタイプの

再出現によって損なわれていると指摘 していま

す20)｡彼女は,決議 1325号は安全保障理事会

の "正当性の旗印"を補強するために採択 され

たにすぎず,女性に対する構造的差別に対応 し

ていない と指摘 しています21)0

これは,国際法におけるフェミニス ト的メッ

セージとフェミニス ト的方法論の区別を明確に

表す ものですo前者はレトリックとして影響力

を持ちますが,後者は無視 されています｡ フェ

ミニス ト的メッセージは, しか し,"世界旅行

(worldtravelling)"22)の ようなフェミニス ト

的技法によって展開されて初めて生産的なもの

とな ります｡これには,私たち自身の歴史的,

文化的背景を明 らかにし,他の女性たちが私た

ちをどのように見ているかを理解 しようと努め,

他の女性たちの人生の複雑 さを認識することが

関わってきます23)0

フェミニス ト的方法論は,女性の平等への処

方隻は,私たちが助けていると思 っている女性

たちのニーズや欲求に対応するものでな くては

ならないことを示唆 しています｡こうしたニー

ズの理解は常に容易なわけではな く,忍耐 と共

感 が 必 要 で す｡で す か ら,挑 戦 す べ きは

(Halleyの表現 を借 りれば) フェミニズムか ら

休憩をとることではな く,フェミニス トの政治

プロジェク トを支援するための実用的でニーズ

に対応 したフェミニス ト的方法を考え出すこと

なのです｡

2 女性の権利に関する国際法の発展

国際的な女性の権利保護の主たる焦点は,性
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に基づ く平等待遇の権利 と非差別に当てられて

きました｡国連憲章 (1945年)は,両性の平

等を規定 した最初の国際合意であり,サンフラ

ンシスコ会議における女性団体の力強い ロビイ

ングと数カ国の政府代表の女性たちによる支持

の賜物です｡憲章は,その前文で "男女の同

権"に関する信念をあらためて確認 してお り,

国連の目的には "人種,性,言語又は宗教によ

る差別なく"人権の尊重を助長奨励することが

含 まれ ます24)｡憲章 は,また,国連 は "その

主要機関及び補助機関に男女がいかなる地位に

も平等の条件で参加する資格があることについ

て,いかなる制限も設けてはならない" と規定

しています25)0

女性の権利は,さらに,1948年に国連で採

択 された世界人権宣言の起草者たちにとっての

課題でもありました｡国連人権委員会は,宣言

において女性の地位の問題を扱 うとい う特別な

任務を与えられてお り,様々な代表がこの任務

を真剣に受け止めてい ました26)｡世界人権宣

言の起草における女性の政府代表や組織による

影響の形跡は,前文における男女の平等な権利

への言及,第 2条の宣言が規定する権利の享受

に関する性に基づ く差別の禁止,第 16条の婚

姻前,婚姻中,婚姻後の女性の平等な権利の保

障に見ることができます｡

2つの主要国際人権条約である,経済的,社

会的及び文化的権利に関する国際規約 (社会権

規約) と市民的及び政治的権利に関する国際規

約 (自由権規約)は, ともに1966年に採択 さ

れたものですが,制限的であるにせよ,女性の

権利保護を含んでいます｡ どちらの規約 も,そ

こで認められてい る権利について,性 を含む

いかなる差別 もな しに"尊重 されると規定 し

てい ます27)｡また,より具体的には,締約国

は,規定が定める権利の享有について男女に同

等の権利 を確保 しな くてほな りません28)｡自

由権規約は,さらに,法の前の平等の広範な保

障 と,性を含む数々の理由による差別の禁止を

定めてい ます29)｡国際人権法は,このように

女性の権利に関する法体系の骨格をなすもので

すが,これらの約束は実現されていません｡

女性のための国際人権条約で最 も広範にわた

るものは,1979年に国連総会で採択 された女

性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する

条約です｡条約は,広義の差別の定義を第 1条

で規定 してお り,機会の平等 (形式的平等) と

結果の平等 (事実上の,または実質的平等)の

両方をカバーしています｡条約は,男女平等原

則の実際的な実現を確保するために,国家に法

的その他 の手段 を とるこ とを要請 してい ま

す30)｡この条約は,政治的および公的活動31),

国際機 関32),教育33),雇用34),保健35),金融

上の信用36),文化的活動37),農村セクター38),

法39)など,締約国が差別 を撤廃するために取

組まなくてはならない広範な分野を包含 してい

ます｡その広いカバー範囲において,女性差別

撤廃条約は,社会権規約 と自由権規約が別々に

作 られたことに示 されている市民的および政治

的権利 と経済的,社会的および文化的権利の伝

統的な分断を乗 り越えているのです｡

女性差別撤廃条約は,また,政治や教育 とい

った =公的"領域 を規制するために法を用いな

がら,家族のような "私的"領域は規制せずに

残す とい うような,国際法が固守 してきた公的

な活動領域 と私的な活動領域の間の二項対立を

克服 しています｡た とえば,女性差別撤廃条約

は,世界人権宣言のような人権文書 とは異なり,

制限的ながら,家族内での女性の平等な権利を

明示的に認めてい ます40)｡女性差別撤廃条約

からの重要な欠落は,女性に対する暴力の禁止

です｡これは,条約採択当時には,女性に対す

る暴力の世界的な広が りがまだよく理解 されて

いなかったか,あるいは暴力が差別 として分析

されていなかったためと思われます｡女性差別

撤廃条約の監視機関である女性差別撤廃委員会

(CEDAW)は,1992年に女性に対する暴力に

ついての一般的勧告 を採択 し,"ジェンダーに

基づ く暴力は,差別の一形態である--ソ＼権 と

基本的自由の女性による享受を害 し又は無効に
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するものである" と述べました41)｡

その広い対象範囲にもかかわらず,(または,

む しろそのために)女性差別撤廃条約の軽視 も

広 く見 られます｡同条約は,驚 くべ き数の締約

国を有 してい ますが (2009年 7月現在 186カ

国),多 くの国が,条約に対するコミットメン

トを損なうような広範な留保 を条約規定に付 し

てい るのです42)｡こうした留保の多 くは,文

化や宗教の主張に基づ くものです｡い くつかの

国は広範 な留保 に反対 してお り43),CEDAW

は留保国を厳密に審査 しています｡ しか し,留

保を管轄する国際法 レジームにおいては,包括

的な留保を撤回するよう国家に圧力をかける以

上の直接的な制裁を行 うことはできません44)｡

2000年 に 採 択 され た 選 択 議 定 書 は,

CEDAWへの個人通報制度 と,組織的で広範

な条約違反に関する調査制度を認めています｡

これらのメカニズムは,他の人権条約の同様な

規定 と比べてあま り活用 されてい ません｡

CEDAWは,2004年 7月に選択議定書第 8条

に基づき,メキシコの女性に対する暴力に関す

る調査 1件 を実施 しました｡2004年以来,香

員会は,11件の通報について見解 を採択ある

いは決定を行い, うち4件については条約違反

を認定 しました｡これに対 し,自由権規約委員

会は,自由権規約の選択議定書に基づいて,同

期間に77カ国に関する1279件の登録済み通報

を検討 し,250以上の決定あるいは見解を記録

しています｡

CEDAW委員会が果た してい る重要な役割

についても触れておきましょう｡CEDAWは,

女性差別撤廃条約の下で法解釈を発展 させるこ

とに非常に積極的であり,女性に対する直接お

よび間接差別の存在を強調 し,女性の人生の現

実 と単なる形式的平等ではな く構造的な変化の

必要性に焦点を当ててきました45)0

しか し,全体 として,女性に関する国際人権

基準の発展は,18世紀にオランプ ･ドゥ ･グ

ージュ (01ympedeGouges)がフェミニズム

のパラドックスとして指摘 した,女性の権利は,
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一般的な規範によって最 もよく守られるのか,

あるいは女性のみに適用 される特別な規範によ

って守られるべ きか とい う,戦略的ディレンマ

を物語 ってい ます46)｡このデ ィレンマは,覗

代の国際法による女性の不平等な地位への対応

にも浸透 しています｡つまり,一般的な法によ

る女性の地位向上の試みは,女性の関心事をよ

りグローバルな問題 と目されるものに埋もれさ

せてしまう可能性がありますが,女性のために

独 自の制度的メカニズムを構築す ることは,

"一般の"人権機関 より力 も資源 もな く優先順

位 も低い女性のゲットーを作るとい う代償をと

もないます47)0

フェミニス ト批評は,国際人権システムにい

くぱ くかの影響 を与 えて きました48)Oひ とつ

の例は,国連人権機関において女性の人生への

考慮 を促進するための手法 として開発 された

"ジェンダー主流化"です49)｡この概念につい

ては,1997年にECOSOC(経済社会理事会)

が次のように定義 しています｡

ジェンダー視点の主流化 とは,立法,政

策あるいはプログラムを含む,すべての

分野およびすべてのレベルにおいて計画

されたあらゆる行動が,女性 と男性にと

って内包する意味を評価するプロセスで

ある｡これは,すべての政治的,経済的

および社会的領域において,女性 と男性

が平等に利益を享受 し,不平等が永続 し

ないように,男性 と同様に女性の関心事

や経験を,企画,実施,モニタリング,

評価の不可欠な一側面 とするための戦略

である｡最終的な目的は,ジェンダー平

等の達成にある50)0

国連人権 システムにおけるジェンダー視点主

流化へのアプローチは,1995年の専門家会合

に よ って形 成 され ま した51)｡人 権 委 員会

(CommissiononHumanRights)は,その後

数年にわたって "国連 システム全体にわたって
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女性の人権を統合する"ことに関する複数の決

議 を採択 してい ます52)｡これ らの決議は,国

連人権 システムのあらゆる構成要素に対 して

"恒常的かつ組織的に,それぞれの任務の実施

においてジェンダー視点を考慮に入れる" とい

う要請 を更新するものです53)｡決議では,柿

約国の報告書審査,一般的意見の作成,勧告や

総括所見の送付についての "ジェンダー ･セン

シティブ ･ガイ ドライン"に言及 しながら,ジ

ェンダー視点を統合するための人権条約機関の

責任が具体的に示 されてい ます｡ECOSOCお

よび人権委員会は,また,国別およびテーマ別

特別報告者,専門家,作業部会に対 して,報告

書に男女別データを含めること,女性に特有の

人権侵害を指摘すること,女性に対する暴力特

別報告者 と協力 し情報交換することを要請 して

います54)0

国連人権システムにおけるジェンダー主流化

の要請 に対す る反応 は,ほ とん どあ りませ

ん55)｡これは,ある程度,当該 システムの大

部分において,女性がほとんど代表 されていな

い とい うことの産物でもあります｡それゆえに,

より多 くの女性の参加 とい う要請は,それ自体

ジェンダー主流化戦略の一部でもあるのですが,

あまり影響を与えていません｡ジェンダー主流

化の任務に対する反応の良し悪 Lは,少なくと

も1人か2人の委員がこの間題に対 して強いコ

ミットメントを抱いているかどうかにかかって

いるようです｡たとえば,社会権規約委員会で

は,ジェンダー主流化の任務について限定的な

がら取 り上げてお り,少な くとも締約国報告書

の総括所見や一般的意見において,女性の地位

について言及 してい ます56)｡ジェンダー主流

化は,これらの中で,性に基づ く非差別につい

ての熱心な勧めや,関連する意思決定過程への

女性の包摂,問題 となっている権利へのアクセ

スに関して女性が直面 している特別な負担への

言及 として表現 されています｡ しかし,各委員

会の報告書作成ガイ ドラインには,女性 とジェ

ンダーの問題に関 してばらつきがあります｡あ

るガイ ドラインは女性の状況に関する情報を要

請 していますが,他のガイ ドラインにはありま

せん｡たとえば,複数のガイ ドラインが,無料

初等教育の権利に関する少女たちの状況に言及

していません57)0

自由権規約委員会では,女性の状況に関心を

示す一般的意見をい くつか採択 していますO特

に明示的なのは,2000年に採択 された自由権

規約第 3条に関する一般的意見 No.28です58)｡

この文書は,規約に規定 された個々の権利につ

いて検討 し,それらが女性の生活に影響を及ぼ

すであろう方法についてコメントしています｡

しか し,こうした規定の解釈や実施は,女性に

対 して限られたものでしかありませんOたとえ

ば,人権委員会は,女性の地位向上に対する重

大な障害である女性に対する間接差別をなかな

か認めようとして きませんで した59)｡国際的

な拷問禁止の文脈においては,AliceEdwards

が,国連条約機関は一般的原則を女性の人生に

適用することに関 して,必ず しも肯定的でない

経歴を有 していることを示 しています60)0

自由権規約委員会は,時に,女性の状況への

関心を高めるために総括所見の採択を利用 して

きました｡た とえば,1996年のペルーの自由

権規約に基づ く定期報告書に対する総括所見で

は, レイプされた場合でも中絶が犯罪 とされて

いるために "裏庭"での中絶が妊産婦死亡率の

主要な原因 となっていることに注意を喚起 しま

した｡委員会は,=これらの規定は,女性が単

に非人間的な待遇を受けているとい うことだけ

でなく,規約第 3条 [自由権規約が定める権利

を男女が平等に享受する権利],第 6条 [生命

に対する権利],第 7条 [拷問又は残虐な,罪

人道的なもしくは品位を傷つける取扱いから自

由になる権利]に反 している可能性がある" と

述べ ました61)｡ しか し,総 じて,自由権規約

委員会は, ときお り公的領域における女性の数

について質問やコメントをし,女性に関する統

計的情報の提供を要請するとい うことしか して

い ません62)｡人権の享受におけるジェンダー
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の影響に関 して,より詳細な質問が行われた形

跡はほとんどありません｡

人権条約機関の年次議長会議の記録によれば,

ジェンダー主流化に関する定期的な討議は行わ

れてい ません63)｡締約国か ら条約機関に提出

される報告書のガイ ドラインも,この戦略につ

いてほんのわずか しか触れていないのです64)0

人権委員会は,定期的に,人権特別報告者の活

動に女性の人権を統合するよう呼びかけてきま

した65)｡こうした専門家に よる報告書は, し

か しながら,ジェンダー主流化に対する抵抗か,

さもなくば誤解を示 しています｡報告書では,

せいぜい女性が人権侵害の被害者になった個別

の事例に関する情報が提示されるだけで,これ

らの被害 と公的,私的生活における女性の地位

との関係についての分析はされていません66)｡

また,特別報告者は,"女性 と子 ども" とい う

分類に言及する傾向があり,母 としての女性の

アイデンティティや価値 を強調 しています67)｡

女性 とジェンダーに関して他のどの特別報告者

より重要なのは,実は,女性に対する暴力の撤

廃に特化 した特別報告者です68)｡男性に比べ

て少数の女性 しか,"主流"特別報告者の地位

には任命 されてい ません69)｡ジェンダー主流

化は,多 くの場合,問題 となっている権利や状

況によって何人の女性が影響を受けているかに

注 目することだ と理解 されてい ます70)｡女性

に関する情報は,たとえば,何人かのアフガニ

スタンの人権状況に関する特別報告者による報

告書のほとんどにおいて,何の分析 もなしに一

般的かつ大雑把 に短 く記述 されただけで し

た71)0

全体 として,国連の人権 システムにおける女

性 とジェンダーの問題への関心は,偶発的なも

のにすぎません｡せいぜい特定の文脈において,

主に統計上で示 された女性の地位に注目が寄せ

られるだけで,性 とジェンダー役割についての

ステレオタイプが人権の問題にどのように影響

しているのかについての理解はほとんどありま

せん｡女性の人権侵害は,あたかも生物学的な
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事実であるかのように,女性に内在的な脆弱性

の一側面 として提示 されることが多いのです｡

3 変革のための提言

オランプ ･ドゥ･グージュは,女性の権利は

一般的規範 と特別規範のどちらによってよりよ

く守られるのかについて頭を悩ませていました｡

国連人権システムは,一般的規定 と特別規定の

どちらも女性にとっては限られた価値 しか持た

ないことを示 しています｡このような状況を組

織 レベルで変えることはできるのでしょうか?

2006年,当時 アフ リカの AIDSに関す る国

連特使であったカナダの外交官 StephenLewis

は,UNICEF (ユ ニ セ フ),UNFPA (国連 人

口基金),WHO (世界保健機構),UNDP (国

連開発計画)の活動の諸側面を組み合わせ,女

性の権利,健康,安全を保護するための多国間

組織を作るべきであるとい う勇気ある提案をし

ました72)｡彼は,この ような組織の創設は,

国連がこれまでに子 ども,健康,食糧,教育な

ど特定の問題に対処するための機関を作 ってき

た方法 と一貫 していると主張 しました｡この提

案は,2006年 11月に国連 システムの一貫性に

関する-イレベル ･パネルにおいて承認 され,

UNIFEM (国連女性開発基金),国連ジェンダ

ー問題特別顧問事務所,国連女性の地位向上部

の統合が勧告 されました｡パネルは,いつにな

く率直な言葉で "国連は,ジェンダー平等 と女

性のエンパ ワメント実現のために各国を支援す

る主要なアクターであり続けているにもかかわ

らず,国連の貢献には一貫性がなく,資源が不

十分で, しか も散発的だ とい う強い印象があ

る" と述べました73)0

多少時間はかか りましたが,2008年後半に

"新 しい ジ ェ ンダー平等機構 (new gender

architecture)"についての提案が国連総会第三

委員会において議論 されました74)｡会合では,

副事務総長がこの間題について作成 した,改革

についての4つの選択肢を提案する文書が検討

されました｡4つの選択肢 とは,(a)現状維持,
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(b)自立的な基金 またはプログラムの創設,

(C)事 務 局 の - 部 局 と し て の 創 設,

(d)複合機関の創設です｡第三委員会は4番

目の選択肢で合意 し,2009年の国連総会にお

いて実現のための更なる計画を議論することに

なっています｡

女性に関する国連活動の歴史は,女性のため

の国連機関が調査研究,訓練,女性の生活向上

のための取組みにとって貴重なフォーカル ･ポ

イントに成 りうることを示唆しています｡同時

に,そのような機関の創設は,"女性問題"が

主流の国際的関心事からはずれ,結果 として無

視 されて しまう危険 もはらんでい ます75)｡多

くは,女性機関の地位 と予算にかかっています｡

既存の3つの国達女性関連機関の予算の合計は

6500万米 ドルですが,国連人口基金の予算は4

億 5000万米 ドル,ユニセフは20億米 ドルで

す76)｡システム一貫性パネルは,当初,国連

女性機関の予算 として 2億米 ドルを提案 しまし

たが,これは不適切であるとして広 く批判 され

ました｡

国連女性機関の重要な任務は,女性の生活に

関する議論を男性 との平等概念中心の議論から

引き離すことです｡国際人権文書に含まれてい

る非差別および平等の言語は,容易に形式的な

平等概念に壊小化 されてしまうため,女性に対

してはあまり効果的ではありません｡同じよう

な状況に置かれた男性 との比較における非差別

の約束は,女性にとっては切れ味がよくないの

です｡なぜなら,世界中において,女性の人生

はあまりにも多 くの点で男性 と異なってお り,

た とえば,再生産,経済的機会,教育,政治

的 ･社会的文脈などのすべてが女性の人生を男

性のそれ とは違 った ものにしてい ます77)｡女

性差別撤廃条約が認めている事実上の平等概念

は,男性を人生の基準 とする考え方を克服 し,

実質的な平等をもたらすために編み出されたも

のです｡ しかし,これを国際的な領域で実現す

ることは,国内の法制度において実現するのと

同じぐらい困難であることが証明されています｡

平等言説は,女性の利益になるような方法で,

女性の人生の特異性を強調することを難 しくし

ています｡女性の人生の詳細を覆い隠 し,彼女

たちを厄介で不正確な分類に押 し込めるのです｡

その一例 として,国際法による差別の一形態 と

しての女性に対する暴力の理解が挙げられます｡

実際には,暴力は差別の産物であるとい うより

も権力 と支配の産物であり,それを差別 として

理解することは,説得力に欠ける無理な議論を

することに通 じます｡

新 しい国連女性機関にとって,人権分野にお

ける挑戦のひとつは,女性の人生の制約を正確

に捉え,変革のために政治的な勢いを作 り出す

ことので きる新たな概念 を発展 させることで

す78)｡国内法におけるこうした概念の例にセ

ク シ ュアノレ･- ラス メ ン トが あ りますo

RosemaryHunterが指摘するように,セクシ

ュアル ･-ラスメントの概念は "何が関係 して

いるかを視覚的に明らかにし,不正義を暗示 し,

慣習を終わらせて被害を受けた人々に対する補

償 を提供するために介入が必要であると訴 え

る" ものです79)｡彼女は,差別パ ラダイムに

代わるものとして,たとえば,女性の賃金格差

に関 して,男性基準の存在 を即座に意味す る

"平等賃金"ではなく,"過小評価"概念を提案

します｡また,差別の言語に対するもうひとつ

の代替案 として,表面上中立な政策によって不

利な立場に追いこまれた集団に対 して関心を集

めるための,資源配分分野における "政治的ネ

グレクト'とい う言葉があります｡こうした考

え方には,国際的な舞台でも共鳴するものがあ

ります｡たとえば,政治的ネグレクト概念は,

国際金融機関の政策による女性の生活への影響

を捉えるために使 うことができるのです｡

女性の権利追求のための最良の戦略について

のオランプ ･ドゥ･グージュの難問は,容易に

解決できるものではありません｡女性たちは,

総合的な機関の中であれ,女性に特化 した機関

であれ,自分たちの権利を認めてもらうために

いつも闘 うことになるのです｡これから進むぺ
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き道は,地球上の女性 と男性の人生の格差を縮

小するために,あらゆる機関を通 じて活動する

ことです｡国際法が認める限定的な平等パラダ

イムから距離を置 くことは,幸先の良いスター

トになるかもしれません｡

4 結 論

女性差別撤廃条約採択からの30年 と国際法

におけるフェミニス ト研究の20年 を経て,私

たちは,フェミニス ト的語嚢が国際法に到達 し

た と認めることができます｡私は,これらの語

柔が空疎な繰 り返 しによって空洞化 され,現状

を強化するために配置される可能性を示唆 して

きました｡ しかし,正義 と国際法の言語は,棉

にしか実現 されない ものだとしても,ラディカ

ルな可能性を含んでいます｡特に国際人権法は,

Sally EngleMerryが言 うように "つねに,そ

の境界をくぐり抜けて純粋に解放的な方法で機

能するとい う危険をはらんでいる"のです80)0

女性差別撤廃条約の最 も価値ある側面は,それ

が国際的な場面において問題を特定 し定義する

ことを通 じて,文化的な変容を奨励できるとい

うことです81)｡

女性差別撤廃条約は,国内の文脈に置き換え

られた ときに最 も力を発揮するのかもしれませ

ん｡最後に,条約がオース トラリアの法律 と実

践にどう影響 したかを簡単にお話 ししましょう｡

オース トラリアは,1983年に条約 を批准 しま

した｡批准によって,1984年には国内の性差

別禁止法に憲法上の基礎が与えられました｡こ

れはオース トラリアにとって大きな前進で した

が,1984年性差別禁止法は,条約のい くつか

の規定を実施するに過ぎませんで した｡雇用 と

教育 とい う公的生活の限られた分野 と,性およ

び婚姻関係に基づ く差別だけが対象 とされたの

です｡また,この法律は,た とえば宗教学校に

おける雇用慣行など,恒久的な例外を数多 く認

めていました｡

昨年,オース トラリア上院は,性差別禁止法

について広範な調査を実施 し,構造的な形態の
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差別を犠牲にして個別ケースに焦点を当ててき

たことなど,数多 くの弱点を認めました｡女性

差別撤廃条約の解釈に依拠 した上院委員会の勧

告は,単に差別を取 り上げるのではなく平等に

焦点を当てた規定の採択など,この法律の強化

について重要な提案をしています｡このように,

国際的な基準は,国内の法システムに対 して圧

力を加えるべ き貴重な論点を提供 し続けること

ができるのです｡
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